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はじめに
　佐世保市では平成16年3月に次世代育成支援対策推進法に基づく「次世代育成

支援佐世保市行動計画（前期行動計画）」を、平成22年3月には後期計画である「さ

せぼっ子未来プラン」を策定し、子どもを安心して産み育てることのできる環境

の充実や地域での子どもと子育て支援、子育てと仕事の両立支援など、子どもと

子育てを支援するための総合的な施策に取り組んでまいりました。

　そのような中、平成24年8月に子育てがしやすい社会の実現を目的とした「子

ども・子育て支援法」をはじめとする子ども・子育て関連３法が成立し、市町村

を実施主体として、地域のニーズに基づいた計画を策定し実行していくことが求

められるようになりました。

　これを受け、地域の子どもと子育て家庭の実情を踏まえるため、市民アンケー

ト等を行いニーズの把握に努めるとともに、子育て関係者などで構成する「佐世

保市子ども・子育て会議」を設置して幅広い観点からご意見を賜り、この「新させ

ぼっ子未来プラン」を策定しました。

　今後、このプランに基づき、「子育てしやすい街・させぼ」を目指して
着実に施策を推進してまいります。

　最後になりますが、「新させぼっ子未来プラン」の策定にあたり多大なご協力を

賜りました佐世保市子ども・子育て会議の委員の皆さま、並びに貴重なご意見を

賜りました市民の皆さまに感謝の意を表しますとともに、今後のプラン推進にも

ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　　　平成27年　３月　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐世保市長　
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計画の基本的な考え方

（1）計画策定の背景

　急速な少子化や、核家族化の進展、地域のつながりの希薄化、女性の社会進出に伴う
共働き家庭の増加など、子どもや子育てを取り巻く環境が大きく変化してきている中で、
一人ひとりの子どもが健やかに成長できる社会の実現が求められています。

　こうした中、子育てがしやすい社会の実現を目的として、平成24年8月に「子ども・子
育て支援法」をはじめとする「子ども・子育て関連3法※」が成立し、幼児期の学校教育や
保育、地域の子育て支援について、その充実を図るための「子ども・子育て支援新制度」
が平成27年4月にスタートすることになりました。

　この新制度は、基礎自治体※を実施主体として、「質の高い幼児期の学校教育・保育の総
合的な提供」、「保育の量的拡大・確保、幼児教育・保育の質的改善」、「地域の子ども・子
育て支援の充実」に向けた取り組みを推進するものとなっています。基礎自治体において
は、「子ども・子育て支援事業計画」を策定して、これらの取り組みを計画的に推進するこ
とが求められています。

　また、次世代育成支援対策推進法が改正されたことによって、子どもと子育てを支え
る取り組みを幅広く推進するために、より実効的な計画を策定することも求められてい
ます。

　以上のとおり、これからの佐世保市の子どもと子育てを支える取り組みについては、
子ども・子育て支援新制度などの新たな取り組みを踏まえながら、より実効性の高い施
策として計画的に推進することが求められていると言えます。
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第5章　子ども・子育て支援事業計画

用語
解説

【子ども・子育て関連3法】
①子ども・子育て支援法
②就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する一部を改正する法律
③�子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律
　これらの法律は、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大・確保、地域の子ども・子育て支援の充実を目指すもの。
【基礎自治体】
国の行政区画の中で最小の単位（市・町・村）で、首長や地方議会などの自治制度があるもの。
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